
番号 事業名 補助内容
補助率

（消費税を除く）
対象者

必要書類など
又はお問合せ先

申込時期

1
新規就農者育成
総合対策事業（国）
【経営開始資金】

農業経営を開始す
る方に経営開始資
金を交付します。

交付額
150万円/年
（最長３年間）

以下の要件を全て満たす方。
①49歳以下の方
②独立自営就農する認定新規就農者
③前年の世帯全体の所得が６００万円以下である方
※この他にも要件があります。

2
新規就農者育成
総合対策事業（市）
【経営開始資金】

農業経営を開始す
る方に経営開始資
金を交付します。

交付額
50万円/年
（最長３年間）

以下の要件を全て満たす方。
①５０歳以上60歳以下の方
②独立自営就農する認定新規就農者
③前年の世帯全体の所得が600万円以下である方
※この他にも要件があります。

3

新規就農者育成
総合対策事業（国）
【経営発展支援
事業】

農業経営を開始す
る方が経営発展の
ために機械等を導
入する場合に助成
金を交付します。

3/4
（国1/2、県1/4）

以下の要件を全て満たす方。
①49歳以下の方
②独立自営就農する認定新規就農者
③機械等の取得費について融資を受けていること
※この他にも要件があります。

4
農業用機械シェアリング
事業

農業用機械（21馬
力トラクタ、ロータ
リー、マルチロータ
リー）の利用料の一
部を助成します。

1/2以内 市内で耕作している農業者

市ホームページ掲載
の（株）クボタ会員登
録フォームへ登録して
ください。

随 時

5 りんご共済加入促進事業

りんご共済の加入
率向上のため、農業
者負担額の一部を
助成します。

農業者負担額の
２０％

市内に住所を有するりんご共済加入者

6
農業収入保険制度加入
促進事業

収入保険の農家負
担を軽減するため、
農業者負担額の一
部を助成します。

加入者負担保険料の
3０%

市内に住所を有し、令和7年度に保険期間の終期があ
るもの
※この他にも要件があります。

7
農業経営法人化
支援事業
【法人設立補助金】

法人化に要する経
費を助成します。

１/２以内
（上限20万円）
※設立時のみ

以下の要件を満たす方。
・市内に住所を有し、市内に設立した農業法人
※この他にも要件があります。

登記事項証明書、
法人の定款など

随 時

8
農業経営法人化
支援事業
【社会保険料等補助金】

農業法人が設立後
初めて従業員を雇
用した場合に、社会
保険料等について
の経費を補助しま
す。

１/２以内
（上限20万円）
※新規雇用１名分
　（最大１２カ月分）

以下の要件を全て満たす法人
①市内に住所を有する農業法人であること
②保険料を新たに負担することとなった農業法人である
こと
（取締役等の役員に係るものを除く）

法人設立に要した書
類、新規雇用したこと
が分かる書類、雇用者
の保険証の写しなど

随 時

9
経営継承・発展等支援事
業

農業経営継承後の
経営発展に向けた
経費を補助します。

上限100万円

①令和６年１月１日以降に経営移譲（開業届など税務
署への提出書類で確認）していること。
②青色申告者であること。
※この他にも要件があります。

農林課窓口にてお問
合せください。

HP等で改め
て周知します

旅館業営業許可申
請に係る経費を補
助します。

10/10以内
市内に住所を有し、市内で農業体験を伴う宿泊者を受
け入れるために旅館業の営業許可を取得するもの

旅館業営業許可申請
書の写し、県証紙購入
に係る領収書の写し

随 時

修学旅行のファーム
ステイ受入農家に
助成します。

受入１回につき5千
円

市内に住所を有し、教育旅行生の農泊受け入れを行う
者。
※教育旅行受入団体を経由し補助金を交付します。

農林課窓口にてお問
合せください。

申込不要

【問合せ・申込先】
農林課農政係、生産振興係　　　　　　　　　　 　　　　４４－１１１１（内線1439・１４４９）、５５－５７１８（直通）、５５－５８９８（直通）
農業委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　４４－１１１１（内線1429）
公益社団法人あおもり農業支援センター　　　  ０１７－７７３－３１３１

農林課窓口にてお問
合せください。

　　　 随 時

【事業に関すること】
農林課

【りんご共済、収入保
険に関すること】
青森県農業共済組合
ひろさき支所
（28-5700）

申込不要

農地の借受希望者の募集と、農地の貸付希望者の受付について
　公益社団法人あおもり農業支援センターでは、県から農地中間管理機構の指定を受け「農地中間管理事業」を実施しています。
　この事業は、経営規模を縮小又は離農する農家から機構（支援センター）が農地を借り入れ、公募に応募し公表された受け手農家にまとまった農地を貸し付けるものです。農
地の出し手及び機構からの転貸により農地の集約化に取り組む地域は、要件により機構集積協力金が交付されます。
　詳細については、農林課、農業委員会又は機構（支援センター）へご相談ください。

グリーン・ツーリズム
推進事業

10

裏面


